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石川県警察本部訓令第１６号

石川県警察の緊急配備に関する訓令を次のように定める。

石川県警察の緊急配備に関する訓令

目次

第１章 総則

目的（第１条）

緊急配備対象事件（第２条）

緊急配備活動の方法（第３条）

緊急配備の種別（第４条）

迅速な配備（第５条）

総合的運用（第６条）

弾力的な配備（第７条）

第２章 緊急配備体制と実施計画

発令責任者（第８条）

緊急配備実施責任者（第９条）

実施計画（第１０条～第１３条）

第３章 緊急報告

緊急報告（第１４条・第１５条）

第４章 緊急配備の実施

緊急配備の準備指令（第１６条）

緊急配備の発令と措置（第１７条～第２７条）

第５章 緊急配備の解除と検挙報告

解除及び検挙報告（第２８条・第２９条）

第６章 教養訓練

教養及び緊急配備訓練（第３０条・第３１条）

附則


